


















































　　協議（１）　令和７年度山形市社会教育の方針（案）について

成人（保護者等） ア　【拡充】家庭教育支援事業

少年 イ　子ども育成事業
各館３講座
以上

青年 ウ　若者支援事業
各館１講座
以上

成人

 高齢者

⑸　「二十歳の祝賀式」の開催

②　地域と共に考えるまちづくり

⑶　公民館職員研修
実施体制の充実

ア　公民館主事研修会の実施

イ　国等の研修への参加

⑷　地域と学校の
連携・協働体制の

構築（ＣＳと地域学校
協働活動の一体的推

進）【拡充】

ア　学校運営協議会と地域学校協働活動の充実・発展

イ　放課後子ども教室の実施における学校との連携及
び地域住民の参画

社教課：放課後子ども教室推進事業
公民館：子ども支援事業、子ども育成事業

⑵　地域づくり学習
　 の推進

①　地域住民相互のふれあい交流

各館１講座以上
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カ　【新規】文化活動と学びのプラットフォーム形成に向けた検討
生涯学習に対する市民のニーズと文化活動・学びの機会の需
給マッチングに向けたニーズ調査等の実施

⑷　社会教育関係団体の育成及び支援

⑶　市民の生涯学習
活動への支援

ア　生涯学習相談への対応

イ　共催・後援

ウ　成果発表の機会提供

エ　公民館とコミュニティセンターとの連携

２　社会教育
事業の推進

⑴　社会的要請学
　　 習 の推進

①　ＩＣＴ
　　　「役立つＩＣＴ活用術」

全公民館

 ②　ライフデザイン
 　　　「自分らしく今を楽しむ生活術」

④　防災・防犯
　　　「防災・防犯テクニック術」

東部・西部

②　環境・エネルギー
　　　「行って見て聴いて実践エコライフ」

北部・江南

③　【拡充】健康づくり
　　　「わたしと家族の健康生活」

中央・霞城・南部・元木

⑤ 若者支援
　　　「まちなかサードプレイス」
　　　「サードプレイスJr.」

社教課
全公民館

⑥　子ども支援「体験子ども教室」 社教課・全公民館

イ　市公式ホームページ等への記載

ウ　関係機関との連携

令和７年度　山形市社会教育の方針　骨子

特記事項（変更点等）

1 生涯学習支
援体制の充実

⑴　生涯学習に関す
る環境の整備

ア　【拡充】公民館施設の提供
放課後や夏休み等長期休業中に、使用していない会議室等
を、学習スペースとして開放

イ　公民館施設の使用許可基準の緩和

ウ　公民館施設の管理及び維持・補修

オ　公民館講座等へのＷＥＢによる参加申込方法の拡大

エ　公民館におけるICＴ環境の提供

⑵　生涯学習に関す
　　る情報の提供

ア　公民館だよりの発行

※公民館における

放課後子ども教室

※公民館におけ

る放課後子ども

ポイント①

【拡充】

ＳＤＧｓの

視点に

立った「学

び」の推

進

ポイント④

ポイント②

ポイント⑥

ポイント⑦

ポイント⑤

令和７年度「山形市社会教育の方針」策定の方向性

１．山形市の2大ビジョン（健康医療先進都市・文化創造都市）の実現、並びに将来にわたり持続

可能な社会の実現に向けた、SDGs（持続可能な開発目標）の達成へ貢献する取組の推進
２．全ての地域住民の学びの充実を目的とした、つながりづくりへの支援と世代間交流の強化
３．若者の要望が高い学習スペース等の提供拡大
４．より目的に沿った事業展開（対象者や事業内容の見直し）による、家庭教育支援事業の推進

ポイント⑦ ２（２） 拡充 家庭教育支援事業の推進

これまで、家庭教育支援事業の対象を「乳幼児と保護者」としていたが、家庭教育を実施する側の「成人

（保護者等）」を対象と位置づけ、保護者等が安心感と自信をもって家庭教育を行えるよう支援を行う。

ポイント④ ２（１） 拡充 ＳＤＧｓの視点に立った「学び」の推進

講座を実施するにあたり、ＳＤＧｓとの関連を意識し、それをねらいに加えた講座の展開を図ることにより、

講座に新たな価値を生み出し、市民へのＳＤＧｓ意識の普及を図る。

・社会的要請学習に加え、地域づくり学習にも対象を拡大し実施

・講座の全体像を踏まえ、ＳＤＧｓの視点を加えた企画・立案、並びに次第等へＳＤＧｓアイコン等を表記し、

見える化を行うことによる意識啓発の実施

ポイント⑤ ２（２） 継続 世代間交流事業の強化

公民館や地域での学びを通して、多様な世代の交流から生まれる自己肯定感や社会貢献意識などを育むため

の意図をもった事業の展開を図る。

・世代間の交流や地域のつながりを育む、公民館主事による積極的な仕掛けづくりの実施

資料 ６

ポイント⑥ ２（１）⑥ 拡充 公民館施設の提供

放課後や長期休業中に、フリースペースや貸館のない会議室等を開放し、要望の声が高い学習スペースを提

供するなど、様々な目的で公民館を利用する機会をつくることで、若い世代にとっても公民館が生活の身近な

施設となり、生涯にわたり学びや交流の拠点となるよう仕掛けていく。

・学習スペース利用への要望に応じた、フリースペースや空いている会議室等の積極的な開放と周知

・中学生や高校生の意見も反映した若者の公民館利用促進の強化

ポイント① ２（１） 拡充 社会的要請学習の推進 「健康づくり事業」

ポイント② ２（２） 拡充 地域づくり学習の推進 「やまがた文化まなび事業」

ポイント③ １（３） 新規 市民の生涯学習活動への支援 「文化活動と学びのプラットフォーム形成に向けた検討」

健康医療先進都市・文化創造都市の２大ビジョンのまちづくりを推進するため、講座を実施するにあたっては、

市担当課や関係団体と密接な連携のもと、豊富なコンテンツを用いた効果的・多角的な事業展開を図る。また、

「まるごとやまがた推進事業」を「やまがた文化まなび事業」とし、郷土の誇れる「文化」を資源に、地域の

活力と魅力の向上を図る。

さらに、公民館が、市民の「文化活動と学びのプラットフォーム」としてより機能を発揮し、市のビジョン

である「文化創造都市」の形成に貢献していくため、その有効活用の方策や事業展開のあり方等について検討

を行う。

・健康づくり事業 ・・・山形市保健所 等と連携

・やまがた文化まなび事業 ・・・文化創造都市課や山形市創造都市推進協議会 等と連携

・文化活動と学びのプラットフォーム形成に向けた検討

・・・生涯学習に対する市民のニーズと文化活動・学びの機会の需給マッチングに向けた

ニーズ調査等の実施

ポイント③


































